
岐阜県獣医修学資金制度

将来、岐阜県で産業動物獣医師として働い
ていただける獣医学科の学生の方に、卒業ま
で修学資金を貸与します。
１貸与額 １０万円/月 （私立大学の場合は、１２万円／月）

２貸与対象者（貸与期間）
岐阜県内で産業動物獣医師（県職員（農政部に限る）、市町村、農業共済、産

業動物診療施設等）としての就業を希望する獣医学科に在籍している学生に、
卒業までの間、修学資金を貸与します。

３対象者

平成２８年度 ４名程度 （ 出身県は問いません。 ）
原則、５、６年生が対象ですが、それ以外の方でもお申し込みは可能です。
申し込み年度の４月分から貸与します。

４返還免除の条件

岐阜県内で産業動物獣医師として獣医師業務に修学資金の貸与期間の１.５
倍に相当する期間従事すれば返還は免除になります。

５返還措置

貸与金については、規定等に基づく返還措置が発生する場合があります。
（１）修学資金の貸与が取り消されたとき（条件を別に定めています。）
（２）大学卒業後２年以内に獣医師免許を取得できなかったとき
（３）獣医師免許取得後１年以内に岐阜県内で産業動物獣医師として就業できな

かったとき
（４）獣医師免許を取得後、県内産業動物獣医師としての就業期間が修学資金貸

与期間の１.５倍の期間に満たなかったとき
なお、返還については、加算金（年約１１％）を付加する場合があります。

【申し込みなどのお問い合わせ先】

公益社団法人岐阜県獣医師会 TEL（058）273－1111(内線2620）
岐阜県農政部畜産課 TEL（058）272－844６

獣医学生のみなさん！
岐阜県で働きませんか？

平成28年度
募集予定！


